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2026 年 4 月 1 日 

                      中部学生バドミントン連盟東海支部 

                      会長 藤巻裕昌  

委員長 藤崎レイナ 

(公印省略)  

 

中部学生バドミントン連盟東海支部 

所属大学関係者 各位  

 

2026 年度中部学生バドミントン連盟東海支部 役員総会 議案書  

  

2026 年 4 月 1 日(火)9 時 20 分より枇杷島スポーツセンターにおいて、総会を開催することと

致しました。2026 年度につきましては総会を本書面にてご報告・お諮りする次第です。  

本総会は規約第 23 条にて成立し、議会を諮り決定致します。  

ご理解 ・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。  

  

記  

  

1 、報告事項  

(1) 2025 年度中部学生バドミントン連盟東海支部事業報告及び決算報告について  

2025 年度中部バドミントン連盟東海支部事業報告書                           P.2 

2025 年度中部学生バドミントン連盟東海支部決算報告                        P.3  

  

2、審議事項  

(1) 役員改選の件  

2026 年度中部学生バドミントン連盟東海支部役員(案)                     P.4  

  

(2) 2026 度中部学生バドミントン連盟東海支部事業計画(案)及び予算(案)の件  

2026 年度中部学生バドミントン連盟東海支部事業計画(案)                    P.4  

2026 年度中部学生バドミントン連盟東海支部予算(案)                       P.5  
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2025 年度中部学生バドミントン連盟東海支部事業報告 

  

第 141 回東海大学バドミントン選手権大会 

４月１日（火）～４月４日（金） メディアス体育館おおぶ 

 

 

第 73 回東海学生バドミントン選手権大会 

４月 5 日（土）枇杷島スポーツセンター 

４月 7 日（月）、４月１４日（月）、４月２1 日（月）岡崎市体育館 

４月２6 日（土）南山大学 

 

 

第 47 回東海学生新人バドミントン選手権大会 

９月 12 日 (金)～9 月 14 日(日)、 

9 月 20 日(土)、9 月 21 日(日) 愛知工業大学 

 

 

第 142 回東海大学バドミントン選手権大会 

9 月２4 日（水）～9 月 26 日(金) 一宮総合体育館 
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2025 年度中部学生バドミントン連盟東海支部決算報告 

 

  

〈収入の部〉
金額 備考

大会収入 4月東海選手権 団体参加料 600,000
個人参加料 1,094,000

９月東海選手権 団体参加料 740,000
個人参加料 1,850,000

利息 5,991
負担金 0
その他 分配金 323,000
当期収入合計 4,612,991
前年度繰越金 4,389,511

合計 9,002,502

〈支出の部〉
項目 備考

事業支出 4月東海大学選手権
体育館施設使用料 155,915 体育館代、会議室代
交通費 2,018 駐車場代、レンタカー代
通信費 137 FAX代、コピー代
福利費 29,438 食事代等
シャトル代 433,022
消耗品費 4,639 スコア用紙、インク代、ゴミ袋等
トロフィー代 21,022
パンフレット代 0
雑費 880 手数料、トロフィーのリボン
日当 224,010

小計 871,081
4月東海学生選手権

体育館施設使用料 194,893 体育館代、会議室代
交通費 2,522 駐車場代、レンタカー代
通信費 171 FAX代、コピー代
福利費 36,797 食事代等
シャトル代 541,278
消耗品費 5,799 スコア用紙、インク代、ゴミ袋等
トロフィー代 26,278
パンフレット代 0
雑費 1,100 手数料、トロフィーのリボン
日当 280,012

小計 1,088,850

4月合計 1,959,931
９月東海大学選手権

体育館施設使用料 94,481 体育館代、会議室代
交通費 4,208 駐車場代,
通信費 1,875 FAX代、コピー代
福利費 37,460 ウェア代、食事代等
シャトル代 491,250
消耗品費 10649 スコア用紙、インク代、ゴミ袋等
トロフィー代 17,886
パンフレット代 0
雑費 1,526 新歓、手数料
日当 177,695

小計 837,030
９月東海学生新人選手権

体育館施設使用料 157,469
交通費 7,012
通信費 3,125
福利費 62,434
シャトル代 818,750
消耗品費 17,749
トロフィー代 29,810
パンフレット代 0
雑費 2,544
日当 296,159

小計 1,395,052

9月合計 2,232,082
当期支出総合計 4,192,013
次年度繰越金 4,810,489

合計 9,002,502

項目
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2026 年度中部学生バドミントン連盟東海支部 役員(案) 

 

中部バトミントン連盟東海支部 

会長     藤巻 裕昌 (名古屋葵大学) 

委員長    藤崎 レイナ (愛知大学) 

副委員長   大山 昊燿 (中部大学) 

会計     波多野 心美 (南山大学) 

常任委員   山田 安香璃(名古屋大学) 

       橋本 龍一郎(名古屋大学)  

2026 年度中部学生バドミントン連盟東海支部事業計画(案) 

 

第 74 回東海学生バドミントン選手権大会 

4 月 1 日(水) 枇杷島スポーツセンター 

4 月 2 日(木)、4 月 3 日(金) 一宮総合体育館 

4 月 4 日(土) 愛知大学 

 

第 143 回東海大学バドミントン選手権大会 

4 月 4 日(土) 緑スポーツセンター 

4 月 5 日(日) 名東スポーツセンター 

4 月 11 日(土) 名東スポーツセンター、南山大学 

4 月 12 日(日)、4 月 18 日(土)、4 月 19 日(日) 南山大学 

 

第 48 回東海学生新人バドミントン選手権大会 

8 月 24 日(月)～8 月 27 日(木) 枇杷島スポーツセンター 

8 月 29 日(土) 露橋スポーツセンター 

 

第 144 回東海大学バドミントン選手権大会 

9 月 愛知県開催予定 
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2026 年度中部学生バドミントン連盟東海支部予算(案) 

 

  

〈収入の部〉
金額 備考

大会収入 4月東海選手権 団体参加料 600,000
個人参加料 1,300,000

９月東海選手権 団体参加料 1,300,000
個人参加料 1,660,000

利息
負担金 中部
その他 分配金
当期収入合計 4,860,000
前年度繰越金 4,810,489

合計 9,670,489

〈支出の部〉
項目 備考

事業支出 4月東海大学選手権
体育館施設使用料 225,000 体育館代、会議室代
交通費 22,500 駐車場代、レンタカー代
通信費 1,500 FAX代、コピー代
福利費 23,625 食事代等
シャトル代 375,000
消耗品費 2,250 スコア用紙、インク代、ゴミ袋等
トロフィー代 34,500
パンフレット代 0
日当 112,500

小計 796,875
4月東海学生選手権

体育館施設使用料 375,000 体育館代、会議室代
交通費 37,500 駐車場代、レンタカー代
通信費 2,500 FAX代、コピー代
福利費 39,375 食事代等
シャトル代 625,000
消耗品費 3,750 スコア用紙、インク代、ゴミ袋等
トロフィー代 57,500
パンフレット代 0
日当 187,500

小計 1,328,125

4月合計 2,125,000
９月東海大学選手権

体育館施設使用料 187,500 体育館代、会議室代
交通費 75,000 駐車場代,
通信費 1,125 FAX代、コピー代
福利費 35,625 ウェア代、食事代等
シャトル代 412,500
消耗品費 13125 スコア用紙、インク代、ゴミ袋等
トロフィー代 34,500
パンフレット代 0
雑費 86,250 新歓、手数料
日当 131,250

小計 976,875
９月東海学生新人選手権

体育館施設使用料 312,500 体育館代、会議室代
交通費 125,000 駐車場代,
通信費 1,875 FAX代、コピー代
福利費 59,375 ウェア代、食事代等
シャトル代 687,500
消耗品費 21,875 スコア用紙、インク代、ゴミ袋等
トロフィー代 57,500
パンフレット代 0
雑費 143,750 新歓、手数料
日当 218,750

小計 1,628,125

9月合計 2,605,000
会議費

交通費 33,000 駐車場代、電車賃等
施設使用料 10,000 会議室代
福利費 25,000 食事代等
消耗品費 4,000 文具代等
通信費 4,000 FAX代、コピー代

小計 76,000
当期支出総合計 4,730,000
次年度繰越金 4,940,489

合計 9,670,489

項目
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中部学生バドミントン連盟東海支部規約 

第１章 名称組織及び本部 

第１条  本連盟は、中部学生バドミントン連盟東海支部と称す。  

第２条  中部学生バドミントン連盟東海支部(東海支部と称する)は中部学生バドミントン盟加盟校

(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)を以って組織する。  

第３条  本連盟は、本部を愛知県内(東海支部委員長宅)に置く。  

第４条  本連盟は、全日本学生バドミントン競技の団体として、(公財)日本バドミントン協会に加

盟する。  

 

第 2 章 目的及び事業 

第５条  本連盟は、東海学生団体の中枢機関となりバドミントンの健全なる普及発展を図り、 併

せて学生体位の向上並びに運動精神の培養を期し学生間の親善に寄与する 目的として

いる。  

第６条  本連盟は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。  

1.東海大学バドミントン選手権大会  

2.東海学生バドミントン選手権大会  

3.東海学生新人バドミントン選手権大会   

4.その他本連盟の目的を達成するに必要な事項  

 

第 3 章 経費及び会計 

第７条  本連盟の経費は登録費、寄付金、補助金その他の収入を以ってこれに充つ  

(登録の額については別に定める)。  

第８条  本連盟の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり 3 月 31 日を以って終了する。  

  

第 4 章 役員 

第９条  本連盟は下記の役員を置く   

1.会長    1 名    4.会計   1 名ないし 2 名  

2.委員長  1 名    5.委員各校 1 名ないし 2 名  

3.副委員長 2 名    6.監事   1 名 

第 10 条 会長は委員会に置いて推薦する。 

第 11 条 会長は本連盟を統括する。  

第 12 条 委員長は委員会に於いて互選し、会長はこれを任命する。  

第 13 条 副委員長 2 名は委員会に於いて互選し、会長はこれを任命する。  

第 14 条 委員が各加盟大学に於いて 1 名ないし 1 名推薦してその任務にあたる。  
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第 15 条 委員は本連盟を代表し、事務を司る。  

第 16 条 副委員長は委員長を補佐し、委員長の事故ある時はその職務を代行する。   

第 17 条 会計委員、監事は会長が任命する。  

第 18 条 役員の任期は 1 年とする。但し再任を妨げない。  

第 19 条 本連盟は必要に応じて委員会の議決を経て顧問及び参与をおくことができる。  

  

第 5 章 機関 

第 20 条 委員会は会長、委員長、副委員長、各委員、会計員、監事、顧問及び参与を以て構成

し、最高議決機関とする。   

第 21 条 委員会は下の職務を遂行する。  

1.事務並びに収支決算報告    3.規約の改正  

2.予算編成並びに事業計画    4.その他   

第 22 条 委員会は必要により会長又は委員長が招集する。  

第 23 条 本連盟の機関は構成員の 3 分の 1 以上の出席をもって構成し、その決議は 出席者の 

3 分の 1 以上の賛成を必要とし、可否同数の場合議長がこれを決する。  

  

第 6 章 加盟及び登録 

第 24 条 本連盟に加盟せんとするものは所属団体別に所属者の登録を要する。登録名簿には大学

所在地、主将、住所、氏名、年齢、学年度、生年月日が記入されていなければならない。   

第 25 条 登録は毎年始めに行い、変更のある時は追時届出を要する。  

第 26 条 登録単位は各大学を 1 単位とし男女それぞれ別個の登録名簿を作成する。   

第 27 条 本連盟に登録し正規の在学年度にある者(医学部は 6 年以内)は本連盟の主催する技会に

参加することができる。  

  

第 7 章 記録 

第 28 条 本連盟は次の書類並びに記録を作成する。  

1.委員会に関する議事録   

2.予算及び決算書  

3.毎年度に於ける登録団体名簿、役員名簿   

4.本連盟主催の各種大会の競技記録  

5.その他本連盟に必要な記録  
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第 8 章 附則 

第 29 条  1.この規約は昭和 49 年 4 月 1 日より施行されたものを一部改正し昭和 55 年 4 月 

1 日より有効とする。  

2.この規約は平成 9 年 4 月 1 日に改正し、平成 9 年 4 月 1 日より有効とする。   

3.この規約は令和 3 年 4 月 1 日に改正し、令和 3 年 4 月 1 日より有効とする。  

 


